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宮城県経済商工観光部中小企業支援室

宮城県の官公需施策について
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１ 宮城県の官公需実績について
２ 宮城県の取組み内容について
３ 関係機関への普及
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（１） 令和４年度実績

官公需契約実績 うち中小企業向け契約実績 中小企業
件数比率
（％）

中小企業
金額比率
（％）件数（件） 金額（百万円） 件数（件） 金額（百万円）

物 件 82,172 8,231 50,038 5,080 60.9 61.7

工 事 1,449 83,234 1,347 70,590 93.0 84.8

役 務 16,660 60,779 13,952 33,846 83.7 55.7

合 計 100,281 152,244 65,337 109,516 65.2 71.9

うち新規中小企業向け契約実績 新規中小企業
件数比率（％）

新規中小企業
金額比率件数（件） 金額（百万円）

884 66 1.1 0.8

0 0 0.0 0.0

133 239 0.8 0.4

1,017 305 1.0 0.2
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（２） 中小企業契約実績の推移
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（３） 官公需適格組合契約実績
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２ 宮城県の取組み内容について
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（１） 「中小企業・小規模企業の振興に関する条
例」（中小企業支援室）

・ 平成２７年７月１０日公布・施行。

・ 第１２条（国内外における販路の開拓等及び受注機会の確
保）第２項「県は、工事の発注並びに物品及び役務の調達
を行う場合には、中小企業・小規模企業の受注機会の確保
に努めるものとする。」

・ 第２３条（計画の策定）「知事は、中小企業・小規模企業の
振興に関する施策の総合的な推進を図るため、中小企業・
小規模企業の振興に関する基本的な計画を定め、公表す
るものとする。」
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（２） 「中小企業・小規模事業者振興基本計画
（第三期）」（中小企業支援室）

 「中小企業・小規模企業の振興に関する条例」第２３条に
基づき、令和４年３月に策定・公表。

 計画期間は令和４年度から令和６年度までの３年間。

 「Ⅳ 具体的な施策と取組」において、国内外における販路
の開拓等及び受注機会の確保を掲げ、官公需契約実績調
査により、中小企業・小規模事業者向け契約実績を把握す
るとともに、「中小企業者に関する国等の契約の基本方針」
の周知を図ることとしている。
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（３） 「新商品」特定随意契約制度
（中小企業支援室）

・優れた新商品の生産または新役務の提供により新たな事業分
野の開拓を図る者として県から認定を受けた中小企業者の「新
商品」または「新役務」について、県が直接購入・調達しようとす
る場合、通常の競争入札制度によらず、随意契約で購入等がで
きることとしている。（認定期間は３年、１度のみ延長が可能で最
長６年。）

・認定商品については、パンフレットを作成し，県のホームページ
で公表するとともに、関係機関に紹介することで、広く周知を行
っている。（平成１７年～）

・LED照明や木質ブース等の商品を認定している。（令和5年度）
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（４） 地元の受注機会増大のための取組 その①
（契約課）

① 建設工事や物品等の調達における地元企
業に配慮した発注
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（４）その① 建設工事における具体的取組

一般競争入札（ダイレクト型）における所在地条件の設定

＜県内限定型＞

県内企業が施工可能な工事で競争性が確保できる場合、入札参加者を県内企

業に限定するもの。

＜地域ブロック限定型＞

競争性が一定の水準にある業種について、県内を５ブロック（県南、仙台、大崎
・栗原、松島・石巻、登米・気仙沼）に分割し、その地域ブロックに本社を有する
企業のみが、入札に参加できる地域ブロック限定型を導入。（平成１８年２月

～）

＜地域複数ブロック限定型＞

雇用経済情勢の悪化に伴い、地元企業の受注拡大と地域雇用の確保を図る
必要性から、地域ブロックを組み合わせて発注する地域複数ブロック限定型を
導入。（平成２１年７月～）
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（４）その① 物品調達における具体的取組

 県の地方公所における一般競争入札やオープンカウンター方式（相手方を特定
しない見積合わせ）について、当該公所が所在する区域の業者を対象とする地
域限定型入札を実施。（平成２１年７月～）

＜地域限定型＞

地方振興事務所等の所管区域等（以下「所管地域」：大河原、仙台、大崎、栗原、

登米、石巻、気仙沼）に本店を有する業者（以下「地域業者」）で調達可能な業

者数が５者以上の場合に、地域業者を対象とする。

＜隣接地域ブロック限定型＞

所管地域に調達可能な地域業者数が５者未満の場合で、隣接する他の所管地

域と組み合わせた２地域に調達可能な業者数が５者以上となる場合に、所管地

域及び隣接する他の所管地域の地域業者を対象とする。
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（４） 地元の受注機会増大のための取組 その②
（契約課）

② 建設工事総合評価落札方式における地域要件
の設定

 総合評価落札方式において、価格以外の評価項目について、技術力、
社会性などのほか地域性に関する評価項目を設定している。

＜「地域性」設定項目＞
 県又は市町村の管理道路の除雪・融雪業務の実績

 県内企業の活用計画割合

 県又は市町村の施設管理業務等の実績

 県内での災害時における地域貢献の実績 など
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（５）事業協同組合に係る特例（契約課）

県の発注する建設工事について、事業協同組合
の受注機会確保を図るため、官公需適格証明を
受けているもので、組合員の本社が宮城県内にあ
る組合を対象に、審査項目の算定方法に関する特
例を設けている。（平成１１年１２月～）

 工事種類別完成工事高は，当該組合及び各審査対象者の年間平均完成工事高の和とする。

 自己資本額及び職員数は，当該組合及び各審査対象者の自己資本額並びに建設業に従事する職員の数のそれぞれの和とする。

 経営状況は，当該組合及び各審査対象者の経営状況分析の評点の平均値（小数点以下第１位を四捨五入した点数）とする。

 技術職員数は，当該組合及び各審査対象者の技術職員数の和とする。

 その他の審査項目は，当該組合及び各審査対象者の経営事項審査結果のうち，その他（社会性）の評価の平均値（小数点以下第１位
を四捨五入した点数）とする。
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（６）大規模災害に係る取組（契約課）

① 震災特例措置の取り扱いについて
東日本大震災からの早期復旧・復興を目指し県発注工事の入
札契約手続等に関する様々な特例措置を講じてきた。

宮城県震災復興計画が令和２年度で満了したが、震災特例措
置については、令和６年度も制度化等により全３５項目のうち２８
項目を制度化等により継続することとした。

 主任技術者の配置要件の緩和

 入札不調案件に対する再入札の簡素化

 総合評価落札方式（特別簡易型）の導入 など



17

（６）大規模災害に係る取組（契約課）

② 復旧・復興建設工事共同企業体（復興ＪＶ）制度
（平成２４年４月～）

大規模災害において、不足する技術者や技能者を広域的な観
点から確保することにより、復旧又は復興工事の円滑な施工を
確保するため、宮城県内の建設企業が代表者となり，県内外の
建設企業と共同することで、その施工力を強化する。
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（１０） 入札保証金の免除について（契約課）

財務規則により、落札者が契約を締結しないおそ
れがない場合は入札保証金を免除することができ
る。
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（１１） 資材価格の急激な変動への対応（契約課）

建設工事においては、請負契約締結後の賃
金水準または物価水準の変動により、当初の
請負代金額が不適当になった場合、工事請負
契約書の中にスライド条項を規定しており、発
注者、受注者の双方から請負代金額変更の請
求ができる。
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内閣官房及び公正取引委員会が策定した「労務
費の適切な転嫁のための価格交渉に関する指針」
について、公正取引委員会職員を講師とした庁内
担当者向け説明会を開催予定。

（１２） 労務費の適切な転嫁のための説明会
（契約課）
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３ 関係機関に対する普及啓発について

経済産業大臣からの「中小企業者に関する国等
の契約の基本方針」の閣議決定通知を受け、県庁
内において周知するとともに、中小企業者の受注
機会の増大への配慮を要請している。


